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○那谷屋正義君 民主党・新緑風会の那谷屋正義でございます。 

 本日は、安倍官房長官、そして中馬行革担当大臣、竹中総務大臣、三大臣に今日御出席

いただいておりますので、それぞれ質問をさせていただきたいというふうに思います。 

 まず初めに、ポスト小泉の有力な一人と言われております安倍官房長官にお尋ねをいた

します。 

 様々論議が展開されております靖国参拝について、靖国神社の春季例大祭が昨日終わっ

たところでもあり、今後、任期終了までの間で総理の参拝の有無が注目されるところであ

りまして、本来、総理がいらっしゃれば総理に直接お伺いしなきゃいけないところであり

ますが、その総理が、〇一年五月十四日の衆議院予算委員会においては、内閣総理大臣と

して参拝すると明言をされていたものの、〇四年四月七日の福岡地裁の違憲判断以降は発

言を修正して、総理大臣である小泉純一郎が一人の国民として参拝すると、私的参拝であ

ることを強調するようになったわけであります。 

 仮に総理の言うように私的参拝であったとすれば、私的な行為に公用車を使用したこと

になるわけであります。 

 一九七五年には、三木首相は、参拝を私的なものとするために公用車不使用等の四条件

を定められました。その後、七八年十月に政府統一見解が出され、この統一見解について

は、現在の安倍官房長官のお父さんでありましたけれども、閣僚の場合、警備上の都合、

緊急時の連絡の必要等から、私人としての行動の際にも必要に応じて公用車を使用してお

り、公用車を利用したからといって私人の立場を離れたものとは言えないとし、公用車の

私的利用を肯定しているわけであります。 

 私的利用が許されるとするこの統一見解に従えば、例えば余暇で温泉旅行に行く場合な

どにも公用車を使用できることになるのではないか。これは明らかに権利の濫用になるわ

けであります。そのような余暇目的には使わないというならば、公用車の使用について、

同じ私的な利用でも、靖国参拝には使える、温泉旅行には使えないなどといった基準を定

めているのかどうか。 

 いずれにしても、国民が納得できる基準が示されない限り任意による公用車の私的利用

はやめるべきで、当然靖国神社への私的参拝にも使用すべきではないと考えるところであ

りますが、見解をお尋ねいたします。 

 

○国務大臣（安倍晋三君） ただいま委員が例示として挙げられましたように、昭和五十

三年の十月十七日の当時の安倍官房長官の答弁にございますように、閣僚の場合は、警備

上の都合、緊急時の連絡の必要等から、私人としての行動の際にも必要に応じて公用車を

使用しているものと承知をしていると。したがって、内閣総理大臣の地位にある者が私人

として靖国神社に参拝する際に公用車を利用したからといって私人の立場と矛盾するもの



ではないと考えると、こう答弁をいたしております。 

 閣僚個々の行動につきましては、それぞれ公私の別において、閣僚の見識の上において

しっかりと公私の峻別がなされていると、このように承知をいたしております。 

 そしてまた、総理におきましては、これは特に警備上の理由、あるいはまたこれは危機

管理上の理由等におきまして、これは常に基本的には秘書官が同行、また警護官も同行す

ることがこれは必要でもありますし、また警備の都合上、公用車を総理がこれは使用する

と、これは当然ではないかと、このように考えております。 

 

○那谷屋正義君 想定される範囲内の答弁だったなというふうに思うわけでありますが、

つまり総理はある意味私人というふうなことにはなり得ないというふうに私は理解します

が、いずれにしても、この場ではこれについてこれ以上議論しようとは思いませんけれど

も、ただし、今のやり取りでも分かりますように、参拝を公人としてなのか、国民の一人、

私人としてなのか、その整理の仕方が国民の理解を得られるものになっていないというふ

うに私は考えます。 

 総理の靖国参拝に対する中国、韓国等からの批判に対しては、心の問題に他人が干渉す

べきでないと言明する一方で、国を愛する心を法律で縛ろうなんていう全くの矛盾をよも

や繰り返すことがないよう御忠告をして、次の質問に入りたいと思います。 

 政府が行革推進法で標榜する簡素で効率的な政府をとの理念からは、国の都合や財政上

の要請という目的しか私には感じられません。国民的な利益の実現は、小泉内閣が考える

ような簡素で効率的な政府論では本質的には困難だと私は言い切るところであります。こ

の実証を公的な調査結果等にも触れながら明らかにしてみたいと思います。 

 まず、それは財政危機のとらえ方においてであります。私は、真の財政危機とは、財政

収支が赤字になっていることを指すのではなく、財政が経済的危機や社会的危機を解消す

ることができずに有効に機能しなくなっている状態を言うのではないかと考えるところで

あります。この考え方に基づくならば、小泉政権の選ぼうとしている道は正に世界の非常

識であることが如実となります。 

 我が国の中央政府は、総支出でも総負担でも世界で冠たる小さな政府としての実態にあ

ります。例えば、租税及び社会保障にかかわる〇四年度公的負担の対国民所得比は約三六％

と、アメリカと同じく最小グループにあること、さらには、〇五年度の公的支出、いわゆ

る一般政府支出も対ＧＤＰ比約三七％と、ＯＥＣＤ二十八か国中、下から六番目の最下位

グループにとどまっていることなどからも一目瞭然であります。にもかかわらず、更に切

り詰めようというわけであります。つまりは、市場原理に翻弄されることが必然として待

つ極小の政府への道を突き進もうとしている。これをして、市場原理万能主義にどっぷり

つかった政府と言わないで何と評価をしたらいいのでしょうか。 

 小泉政権のあしき特徴は、国民経済にとって大きな政府論は、そしてその象徴としての

公務労働者への人件費はコストであり、これを切り捨てれば国際競争力が高まるとうそぶ



いてはばからないことに現れています。 

 ところが、例えばダボス会議を主催する世界経済フォーラムによる二〇〇五年版国際競

争力ランキングでは、我が国の競争力は前年の九位から十二位に転落をしています。 

 同調査においては、アメリカ型の小さな政府路線は凋落する一方、公務労働者のウエー

トが高く、安心の給付が行き届く北欧型の躍進は目覚ましいばかりであります。首位のフ

ィンランド、三位となったスウェーデンを始め、北欧五か国はすべてベストテン入りをし

ています。フィンランドでもスウェーデンでも、人間がより人間的な生活を送れるよう希

求して、結果として競争力が高まっている。国際競争力とは人間の力そのものにほかなら

ないからであります。国際競争力を高めるためにという掛け声の下、人間らしい日々の営

みを犠牲にしてきた日本は、かえって競争力を低下してしまったという皮肉な結末は、む

しろ当然のことかもしれません。是非教訓とすべき成功例ではないでしょうか。 

 観点を変えて、小泉改革が二、三十年前の新自由主義に毒されていることをリスクとい

う切り口から例証してみたいと思います。 

 今、私たちは、温暖化や各種汚染などの地球規模での環境リスク、遺伝子組み換えなど

による悪影響や情報漏えいに象徴されるウィニー問題など技術的リスク、そして失業や就

労形態の不安定、凶悪犯罪の多発などの社会的リスクに見られる三つのリスクに直面をし

ています。このリスクからは権力者も富める者も逃げることはできません。貧困の顕在化

は階級、階層的だが、リスクはだれにも生まれ得るということで、言わば民主的とも言え

る包摂性を持つわけであります。 

 社会的弱者に対するきめ細やかな施策の実現は政治が最優先で取り組むべき責務であり

ます。あくまでこの土台の上での議論になりますが、小泉内閣が大好きな財政的な合理主

義を貫徹するためにも、これら三つのリスクに対応できるセーフティーネットを張るため

の費用、つまりは事前的な安心給付の方に目を向けてはどうでしょうか。事後的な対処コ

ストよりも、そこに要する費えは少なくて済むことは自明であります。にもかかわらず、

所得階層の底割れ懸念のみに注意を奪われているかのような小泉政権の政策選択にかかわ

る発展性のなさは大変悲しいものであります。 

 ともあれ、いま一度、三大臣にはよくよく心してほしいことがございます。公共部門は

平等性、民間サービスは機敏性、民間非営利サービスの親密性といった相互の長所を生か

すことができる連関の環を結ぶことに全身全霊を懸けることこそが、マンパワーを含めた

資源の迅速かつ適正な配置及びその利害調整機能としての現代に問われている政治の役割、

要諦ではないかという命題であります。すべては国民のためにということでもあります。 

 この目的の達成には、公共部門と民間部門とが足し合わせると結局はゼロに帰するがご

ときゼロサム的関係ではなく、相互に協力して発展していく非ゼロサム的関係の構築が不

可欠となります。 

 公務労働に携わる方々に対する小泉内閣の仕打ちは、その職務に対する誇りや希望など

を無残にも打ち砕くものであります。そして、それは公共サービスの受け手である国民に



とっても不幸この上ないわけであります。正に、幸田真音さんが剔抉した人の心までもが

冷え切ってしまう凜冽の時代が、いつ果てるともなく国民をからめ捕ってやまないことを

指すのであります。 

 以上、言いたい放題の無礼はお許しいただくとして、政策的な反論があれば是非お出し

をいただきたい。本来ならば各大臣にお尋ねしたいところでありますが、時間の都合もご

ざいます。この間、総務委員会で数多くやり取りをさせていただいております竹中大臣に

見解をお聞きしたいと思います。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 那谷屋委員の御見解はしっかりと賜ったつもりでございます。 

 簡素で効率的な政府というのは市場原理万能主義につながるのではないかという、そう

いう御指摘であったと思いますが、私はしかし、委員の御指摘で理解できるところもあり

ましたが、ちょっと理解できないところもやっぱりあったかと思います。 

 簡素で効率的な政府の反対は何かというと、多分、肥大化して非効率な政府、それがい

いとはやっぱり思われないのではないのかというふうに思うわけでございます。その意味

では、簡素で効率的な政府を目指して、その中で適切な姿を見いだそうというのは、これ

は決して市場万能主義でも何でもないのではないのかなと、これは国民が求めていること

ではないのかなというふうに日々認識をしております。 

 もう一点、那谷屋委員の御指摘の中で、財政危機、これはやっぱり機能しない政府が財

政の危機だというふうな御指摘でございました。これはこれで重要な御指摘かと思います

が、やはり我々がまず考えなければいけないのは、財政が持続可能でないような状況とい

うのが最も危機的であり、リスクが大きいのではないかというふうに思います。 

 財政が持続可能ではないということは、赤字が増え続けて、このままでいけば経済の身

の丈、ＧＤＰに対する国債の残高が無限大に発散してしまう状況、今のところ、経路はま

だ残念ながらそういう経路にあるわけでありますが、実はそれを防止することがやっぱり

一番重要なことであって、これは名目成長率と金利が同じ水準であるならば、プライマリ

ーバランスを回復すればこの発散型の状況は回避できる、つまり財政がサステーナブルな

状況を実現できるということだと思っております。であるからこそ、民主党のマニフェス

トにおかれても、これは六年後でしたか七年後でしたか、やはりこのプライマリーバラン

スを回復するんだということをやはり確かに掲げておられるのであろうというふうに思い

ます。 

 恐らく、そのときに、そのサステーナブルな状況にする、プライマリーバランスを回復

する姿として、国民の負担をできるだけ低くするのか、いやある程度北欧のように高くて

もいいではないかと、負担が高くてもいいからそれなりの支出を行えというのかと。私は、

これはやはり政治の重要な一種の座標軸であろうかと思います。そのような軸が明らかに

なるということでもしあるならば、それは国民にとってもその選択が明示されたというこ

とで歓迎されるべきかもしれません。 



 ただ、小泉内閣においては、ここはやはり少子高齢化が進み、グローバルな競争が厳し

くなる中で、国民の負担をやはりできるだけ大きくしない、そういうところで財政のサス

テーナビリティーを回復するということが重要なのではないか、それは正に簡素で効率的

な政府をつくることではないかというふうに考えているところでございます。 

 委員がおっしゃるような選択肢、北欧のような選択肢も確かに私はあると思いますが、

我々としては簡素で効率的な政府を掲げて、そして財政の危機を回避しながら、同時に必

要な財政サービス、国民に必要な財政サービスはしっかりと提供していきたい、狭い道で

はありますが、それを是非実現していきたいというふうに考えております。 

 

○那谷屋正義君 簡素で効率的な政府の反対は確かに肥大で非効率的なんです。それを

我々も望んでいるわけではなくて、私は必ずまくら言葉として、政府が今行おうとしてい

る、政府が言うような簡素で非効率的な政府について意見を述べさしていただいたところ

でございます。 

 それでは、たくさんありますので次に進ましていただきたいと思いますが、特別会計剰

余金の一般会計繰入れの必要性について安倍官房長官に御質問をしたいと思います。 

 〇五年十一月に財政制度等審議会から特別会計の見直しについてが公表され、その中で

積立金、剰余金の活用、とりわけ初めて剰余金の繰入れが指摘されたことや、〇八年度に

償還を迎える国債が多額に上っていることから、その期限前償還が課題になっていたこと

などもあり、〇六年度予算において総額十三兆八千億円の特別会計の積立金及び剰余金等

を一般会計あるいは国債整理基金へ繰り入れることになりました。この経緯等は一定理解

をするところであります。 

 ただし、財政融資資金特会などの積立金の活用に関して極めて不十分な取組しか講じら

れなかったことは、我が党の直嶋委員が二回、そして本日の本会議にわたってただす中で

明らかとなってまいりました。さすがに日ごろ強気な総理も、不効率な資金、積立金につ

いては一般会計等での活用を検討する旨答弁せざるを得ない仕儀となったことは記憶に新

しいところであります。 

 この直嶋委員の成果もありますので、積立金については触れませんが、積立金の元とな

っている剰余金の中で実施済みの、いわゆる外為特会並びで、当面一般会計に繰り入れて

も支障が生まれようもない特会の剰余金については、一般財源として積極的に活用すべき

ではないかという問題意識から、二点お尋ねをします。 

 我が国の公務員は国際比較でも半分以下の人員で、ほとんどの公務員は実によく働いて

いるというふうに私は考えます。これ以上の削減は国民に対する必要なサービスの切捨て

につながる危険が極めて大きいとの指摘が説得力を持つゆえんであります。 

 真っ当な国民ニーズに沿う公共サービスを提供する装置、手段である公務労働の在り方

について、見切り発車的手法ではなく、国民的な議論を十二分に保障することを通じて将

来に禍根を残すことのない結論を得る、この国民的合意形成に必要な時間を確保するため



の財政上の貢献策として、剰余金、正に余った金を最大限有効に使うことが今政治に問わ

れている果たすべき責任ではないかと思います。 

 ちなみに、交付税や国債償還、年金など、支出目的が決まっていて次年度以降に支出す

ることが確実な交付税特会、あるいは国債整理基金特会、そして各保険特会、また、その

多くを翌年度以降に繰り越して使うもので他の目的に使うことができないと考えられる道

路整備、治水など公共事業関連六特会を除く各特会にかかわる剰余金の決算ベースの合計

額は、私の試算では、〇三年度は約七兆円、〇四年度は五・八兆円にも上ります。国が人

件費として支払う年間予算はここ数年来四兆円強で推移していることからも、財源的な裏

付けとしては十分過ぎる額であるということは明白であります。 

 決意をお尋ねをいたします。 

 

○国務大臣（安倍晋三君） 特別会計の剰余金につきましては、各特別会計の性格に応じ

まして固有の意義がある場合もあり、一律に論じることは難しいと、このように考えてお

りますが、現下の厳しい財政状況、委員が御指摘になったような状況でございますが、こ

の財政状況にかんがみれば、使途が特に定まっていない剰余金については一般会計への繰

入れを検討していくことが必要であり、今後五年間において合計二十兆円程度の財政健全

化への貢献を目指しているわけでございます。 

 政府としては、改革案に沿って、十八年度予算を第一歩といたしまして着実に進めてい

きたいと、このように考えております。 

 

○那谷屋正義君 今、二十兆円ということで、先ほども本会議でもそういった答えがあっ

て、その二十兆円の内訳といいますか、具体的な根拠はというふうなことの中でははっき

りした答弁がいただけなかったわけですけれども、もう少し大胆にいく必要もあるんでは

ないかというふうに思います。 

 ただ、特別会計が一般会計とは全く別の会計であって、どこか余ったところがあったら

別の足りないところへ何でもかんでも繰り入れていいという話ではないことはよく承知を

しています。ただし、同じ国というレベルにある一般会計、そして特別会計であります。

せめて一般会計の財政状況がある程度好転するまでの間、相協力して財政運営に当たると

いうことがあってもいいはずではないかというように思うわけであります。 

 確かに、形式的には、借りたわけではなく、繰入れという財政処理を行ったにすぎない

という理屈を完全否定するつもりもありません。しかしながら、そもそも特会で資金が足

りないときには一般会計から繰り入れてもらいながら、その特会で資金が余っても一般会

計には戻さない、繰り入れないとの論法が絶対視されるとしたら、いかにも虫が良過ぎる

と言わざるを得ません。それは一般的な常識からも外れているし、さきに触れました昨年

十一月の財政制度等審議会答申にある特別会計の見直しの基本的考え方にも背くものであ

ります。 



 我が国の財政状況も勘案した上で、国、地方を通じた政府の在り方を定義すると同じで

ある公務員制度改革に完全を期すならば、政府の責任ある選択とは、支出目的が決まって

いて次年度以降に支出することが確実な特別会計の剰余金以外の剰余金については、時限

的にでも結構ですので一般会計に繰り入れるという処理を行うこと、つまりは、そのため

の特別措置法を検討することが道理ある解決策だと確信するところであります。 

 改めて、確たる答弁をお願いをいたします。 

 

○国務大臣（安倍晋三君） 特別会計の剰余金についてはその全額が翌年度に繰り越せる

などの経理上の扱いが行われている例もあるわけでありますが、これについては、行政改

革推進法案におきまして必要な法制上の措置を今後講じるとされており、今後、個別特別

会計の性格に応じまして一般会計への繰入れも視野に入れた検討が行われ、平成十九年の

通常国会への提出を検討している特別会計整理合理化法にその内容が盛り込まれることと

なると、このように考えております。 

 いずれにせよ、明確な必要性がない剰余金等については積極的な活用を図ってまいりた

いと、こう考えております。 

 

○那谷屋正義君 是非、私の方で指摘をさせていただいた点について、十分御検討いただ

く中で、その案の中にも反映をしていただけたらというところであります。 

 さて次に、公務員制度改革について質問をしたいと思います。 

 政府は、昨年末に閣議決定した行政改革の重要方針で総人件費改革の実行計画を定める

とし、その具体化作業を進めているところであります。国家公務員の総人件費削減方針で

今後五年間で五％の定員を純減する方針を打ち出されたわけでありますが、その内訳は、

全省庁で一律に一・五％削減した上で特定の事務事業の縮小や廃止を通じて三・五％削減

しようというものであります。 

 これまでの定員削減の流れを見れば五年間で一・五％でも大変な数字であるわけであり

ますが、特定の事務事業の廃止等を抱える府省はそれに何％もの数字が上積みされること

になるわけでありまして、公務員は大変な雇用不安を抱えております。政府は、この数値

目標達成へ配置転換と新規採用抑制でこなすという考え方を三月三十一日に行政改革本部

了承という形で打ち出されております。 

 そこで確認をしたいわけでありますが、これは中馬大臣がこの間様々なところで述べら

れているように、生首は切らない、配置転換で雇用を確保するという考え方を前提にして

まとめられたものと受け止めてよいでしょうか。 

 

○国務大臣（中馬弘毅君） 先ほど総務大臣の方からもお話がありましたように、今回の

行政改革は、何か財政的な、苦しいから人減らしをするという話じゃないんですね。大き

な行政の在り方を変えていくということでございます。 



 今お話がありましたように、もう無駄なものは極力減らしていく、時代に合わなくなっ

たものも、これまたこれを廃止していく、そして民間でもっと効率的にやれるところは民

間に移していくという市場化テストのこの法律も併せて出させていただいております。 

 そのほか、これから逆に人口減少に入っていくわけですから、そうしますと、現状のま

まで、確かに今まで〇・一％しか毎年減らしておりませんでしたが、それだとこれは公務

員の方が過大化してしまうおそれがある。やはり人口減には少なくとも合った形で減らし

ていただきたい。こういったことを併せて、今回の総人件費改革、五年で五％という数字

をこうした形で出させていただいているわけでございます。 

 そこででございますが、今お話がありましたように、この法律の中でも第四十五条第二

項に、府省横断的な配置の転換及び職員の研修を行う仕組みの構築や、配置転換される職

員を受け入れるための採用の抑制等を行う旨の規定を盛り込んでいるところであります。

また、配置転換、採用抑制等の枠組みについて、お話がありましたように、先月末に行政

改革推進本部で了承して、さらに内容の具体化を進めまして、定員の純減についての具体

的な方策を定める六月ごろには全体計画を策定していきたいと、このように考えておりま

す。 

 こうした枠組みをやっていくわけでございますが、三年間で二割ならばともかく、五年

で五％の範囲内であれば、政府全体として配置転換、採用抑制等の取組によって職員の雇

用を確保したいと、このように考えております。 

 もちろん、その前提としましては、職員及び職員団体においてもそうした趣旨を踏まえ

まして柔軟に対応していただきたい、このように考えております。 

 

○那谷屋正義君 一部に今あるように、この際分限免職をやってしまえばというような意

見が、極めて乱暴で無責任な意見じゃないかというふうに思いますんで、公務員にも民間

の判例法理、いわゆる整理解雇の四要件に準じた雇用保障は担保されるべきでありますし、

使用者としての政府の責任は明確に存在しているはずであると思います。 

 まず、公務員の使用者たる立場にある総務大臣はこれについてどのように考えられてい

るのか、また、公務員の利益保護等を所管する人事院総裁はこの点どのように考えていら

っしゃるか、確たる答弁をお願いいたします。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 民間の判例法理に準じた雇用保障を担保すべきではないかと

いう御指摘でございます。分限処分の規定というのはあるわけでございますけれども、今

般の総人件費改革におけます純減目標の達成の取組に当たりましては、これはもう中馬大

臣が今お答えになったとおりでございますけれども、職員の利益保護の観点から、やはり

慎重に対処しなければいけないと思います。そして、そのことは既に国会の附帯決議であ

りますとか裁判の判例等々でも示されているというふうに承知をしています。 

 したがいまして、まずは配置転換、採用抑制などに努めることが重要であるというのが



使用者である私の立場であろうかと思います。 

 このために、内閣に国家公務員の雇用調整本部、仮称でありますけれども、これを置き

ます。そして、職員の採用抑制、配置転換を実施することとしているわけでございます。

この制度設計、運用そのものは内閣官房において必要な検討が進められているわけでござ

いますけれども、私としても、今後設置されるこの本部の事務に必要な協力を行うなど、

内閣官房と是非連携をしまして、政府の責任をしっかりと果たしていきたいと思っており

ます。 

 

○政府特別補佐人（谷公士君） 国家公務員法の七十八条四号に規定がございますように、

行政組織の改廃や定員の純減を行うに当たりまして、余剰人員が出ました場合には分限免

職を行うということは制度的にはあり得るわけでございます。しかし、民間企業におきま

して整理解雇が行われる場合につきましては、判例や学説などによりまして、いわゆる御

指摘の整理解雇の四要件というものが確立してきておりまして、これらの要件を満たさな

い整理解雇は解雇権の濫用に当たるものと解されておるところでございます。 

 また、公務員の分限免職につきましての、分限処分につきましての過去の裁判例におき

ましても、廃職又は過員を生じた場合において、任命権者において、被処分者の配置転換

が比較的容易であるにもかかわらず、配置転換等の努力を尽くさずに分限免職処分を行っ

た場合には権利の濫用となると判示されている例もあるところでございます。 

 したがいまして、民間におけるいわゆるこの整理解雇の四要件のような考え方は公務部

門にも妥当すると考えるべきであるというふうに考えております。 

 

○那谷屋正義君 今、竹中大臣から御答弁いただきました雇用調整本部のことであります

けれども、雇用保障のためのあらゆる努力を行う責務が政府に求められているというふう

に思います。その点で、先ほどの中馬大臣の見解は一つの見識ではあるかというふうに思

います。 

 だとすると、本当に配置転換がスムーズに行えるかどうかという問題が出てくるわけで

あります。特定の事務事業の見直しを抱える府省内では到底収まり切れずに、府省を超え

た配置転換が必要になると思われます。その場合、一・五％でもそれぞれふうふう言って

いる府省が、他の府省の人をそんなに抵抗なく受け入れられるものなのかどうか。事務事

業の見直しに関係のない府省から見れば、ある程度年齢がいった給与が高い人を受け入れ

るより新採の方がよいということになるんではないかと。この問題を官僚同士のやり取り

に任せていたのでは絶対にうまくいくはずがありません。私としては認め難いところであ

りますが、仮に政府案を前提に考えたとしても、かなりの程度の、言い方を変えれば一種

の強制力を伴った受入れ体制を整えることなくして事の完遂は望めないところだというふ

うに思います。 

 三月三十一日の了承事項には雇用調整本部を設置するというふうにあるわけであります



が、この雇用調整本部を本当に機能させたいのであるならば、内閣総理大臣が本部長にな

って全閣僚が参加する体制をつくるべきではないかと考えます。一九八五年、国鉄の民営

化のときには、約四万一千人の職業転換ということで、全閣僚でやはりその体制を整えた

という歴史もあるわけでありますので、その点について中馬大臣からお尋ねいたします。 

 

○国務大臣（中馬弘毅君） 先ほどからお話ししておりますように、今回のこの改革は一

つの大きな国家的な、何といいましょうか、大転換でございまして、もちろん公務員の方々

にも御協力を願わなきゃなりません。その調整は、これはやはり国挙げて取り組むべきこ

とでございまして、国家公務員雇用調整本部、これ仮称でございますが、これは本年六月

ごろに政府の方針として決定する事務事業の見直しの内容を踏まえて策定する配置転換、

採用抑制の全体計画、この実施を任務することを考えているわけでございまして、今お話

がありました本部長をだれにするかといったこと、総理というのも一つの案かもしれませ

んが、まだそこのところは決めておりません。ともかく、政府を挙げてこれに取り組むと

いうことで、そのように御理解をちょうだいしたいと思います。 

 現時点では、本部長をだれに充てるか、どの閣僚に参加するかを含めまして本部構成に

ついてはまだ今のところはっきりとは決まっておりませんが、もちろんそのように政府が

挙げて取り組むということだけは明言いたしておきます。 

 

○那谷屋正義君 先ほど竹中大臣も連携を密にしてというようなお話がございましたので、

是非全閣僚でお願いをしたいというふうに思います。 

 しかし、たとえ体制が今度確立したとしても、本当に配置転換をスムーズに行おうとす

るのであれば、今度はミスマッチをどうなくしていくかということもまた重要になってま

いります。例えば、北海道の五十歳の職員がいきなり霞が関に配置転換といっても、そう

簡単にいくはずがありません。まず、地域でどう解決できるかが第一義であります。 

 そういう意味で、配置転換が必要な数に倍するぐらいの職を用意するぐらいの意気込み

がないと、結局意に沿わないということで退職せざるを得ない局面に追い込まれることは

火を見るより明らかであります。これでは、実質的な分限解雇と何の変わりもありません。

生首は切らないと断言してきた中馬大臣の決意を政府全体のものとするためにも、政策と

財政を総動員した対応、対策が必要不可欠であります。安倍官房長官に決意をお尋ねいた

します。 

 

○国務大臣（安倍晋三君） 業務の大胆かつ構造的な見直しによる定員の純減を円滑に進

めるに当たりましては、配置転換、採用抑制等により職員の雇用の確保を図ることが重要

であると、このように考えております。国家公務員雇用調整本部を設置をいたしまして、

政府全体として取り組んでまいらなければいけない。もちろん、その際には、政治的なリ

ーダーシップが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。 



 職員及び職員団体においても、配置転換等の取組のこうした趣旨を踏まえ、柔軟に対応

をしていただきたいと、こう考えております。 

 

○那谷屋正義君 先ほど申し上げましたように、多くの公務員の方が雇用不安ということ

を抱きながら今仕事をされている方が多いわけでありますので、是非よろしくお願いした

いと思います。 

   〔委員長退席、理事武見敬三君着席〕 

 次に、今回の定員の話でなくて、今度閣議決定ではもう一つ、給与制度について触れて

おります。官民比較の対象となる企業規模の見直しなど、官民比較方法の在り方について

人事院に要請するというものであります。これは、今日から本院で審議入りした行革推進

法案でも同様の趣旨のことが記されております。 

 言うまでもなく、人勧制度は労働基本権制約の代償措置として設けられているものであ

り、人事院は、使用者としての政府からも公務員労働者からも独立した第三者機関として

の立場を保障され、かつ中立的な専門機関としての役割を担っているわけであります。し

たがって、どのような勧告を行うかは言わば人事院の専権事項であります。 

 今回の政府の企業規模見直しなどの要請は、人事院に一定の圧力を加えたことになり、

人事院の強い独立性及び中立性を損ねる、人勧制度の空洞化につながることになるのでは

ないか、政府がこれまで説明、答弁してきた人勧制度尊重の基本姿勢とも矛盾するのでは

ないかと思いますけれども、安倍官房長官の確たる答弁をお願いいたします。 

 

○国務大臣（安倍晋三君） 国家公務員の給与につきましては、横並び、また年功序列的

な給与体系を抜本的に改革するとともに、民間準拠を徹底するなど、制度改正を進めるこ

とが重要であると考えています。 

 このため、本年四月から地域の民間賃金の的確な反映、年功的な給与上昇の抑制等の給

与構造改革を実施をしているほか、人事院に対して、官民給与比較方法の見直し等につい

て早急に検討を行い、本年の人事院勧告から順次反映されるよう要請をしてきているとこ

ろであります。 

 この人事院への検討要請については、国家公務員の労働基本権制約の代償措置である現

行の人事院勧告制度を前提とした上での要請でありまして、人事院の独立性、中立性を損

なうものではなく、政府の人事院勧告制度尊重の基本姿勢と矛盾するものではないと考え

ております。 

 

○那谷屋正義君 人事院の方で是非そのように受け取っていただきたいと思いますけれど

も。 

 周知のとおり、公務員給与の水準は民間準拠の原則の下で決められています。どのよう

な民間企業に準拠するかは、公務員にどのような人材が必要とされているか、つまりどの



ような仕事をさせるかによって決まってくるわけであります。 

 一部で盛んに公務員給与が高いというようなバッシングが行われておりますけれども、

その議論の一番の問題点は、現行の民間準拠が果たしてきた人材確保の役割という議論を

全く度外視しているということであります。今、真に望まれている国、地方の、それぞれ

政府の在り方とはという観点から、私がさきに触れたように、小泉構造改革で格差が拡大

し、リスクが個別化する今日の状況の下では、公共サービスの役割はますます重要となる

というふうに思います。 

 単に財政論の立場で公務員給与を論ずるべきではないと考えますが、安倍長官の見解を

お願いいたします。 

 

○国務大臣（安倍晋三君） 国家公務員の昇給につきましては、労働基本権制約の代償措

置である人事院勧告制度尊重の基本姿勢の下、国政全般との関連について検討を行い、そ

の取扱いを決定をしてきております。 

 人事院は、勧告に当たって、官民給与の正確な調査に基づき国家公務員の給与水準を民

間給与に準拠させることにより、国家公務員の給与に社会経済情勢を反映をさせているわ

けであります。 

 また、政府においても、国政全般との関連についての検討に当たっては、国の財政事情

だけでなく、その時々の経済・雇用情勢、公務員の士気や人材確保への影響等も考慮をし

てきているところでもあります。 

 

○那谷屋正義君 私なりに今の答弁解釈すると、何が何でも公務員の給与を下げろという

ことではなくて、公務員給与の国民に対する理解を本当はより深めてもらうよう努力すべ

き趣旨だというふうに私の方では受け止めておきたいと思いますが。 

 竹中大臣に是非御質問をしたいと思いますが、地方公共団体が有為な人材を確保できな

い限り、経済のみならず人材の面でも際限のない一極集中、大都市圏集中が進んでしまう

という問題であります。 

 ここまで行き着くとなると、国土の均衡ある発展どころか、地方分権の推進という総務

省が掲げる大命題も空々しくなってしまいます。多くの自治体が悩む地域社会、経済の停

滞や衰退化に反転攻勢を掛ける意味でも、優秀な人材確保をするための待遇面にかかわる

充実策等はリクルート戦略としても必須の要件になるはずだというふうに思いますけれど

も、竹中大臣の見解をお願いいたします。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 人材の確保、極めて重要であると思います。地方でできるこ

とは地方でという、そういう大きな動きの中で、とりわけ地方での人材確保が重要だと思

います。 

 ただ、同時に、人材の確保とその条件の確保というのは、これはやはり鶏と卵のような



関係がどうしてもあるように思われます。我々としては、やはりいい仕事を存分にしてい

ただいて、そしていい給料をもらっていただきたい、そういう好循環をつくり出すという

ことが今我々において求められるということだと思います。地方公共団体も当然のことな

がらそういう観点から、やはり戦略性を持った人材の確保、人材の育成というものをお願

いしなければいけないと思っています。 

 しかし、一部でまだ住民の皆さん、国民の皆さん、公務員に対する厳しい目があるとい

うこともこれは事実でございますので、だからこそ、先ほど申し上げましたように、いい

仕事をしていただいて、そしていい給料をもらっていただけるようにする、そのための努

力は我々としても総合的な観点から行っていかなければいけないというふうに思っており

ます。 

 その際、民間企業とのバランス等々、国と地方のバランス等々、やはりそういうことは

当然のことながら配慮すべき問題として出てくると思います。 

 

○那谷屋正義君 いずれにしても、国民が理解をする形でないとやはりいけないわけであ

ります。 

 次に、遅々として検討が進んでいないのが天下りの問題、キャリア制度の問題、そして

労働基本権の問題であります。三月二十日に、政府、川崎厚労大臣、中馬行革担当大臣、

竹中総務大臣と連合幹部の政労会談が行われ、労働基本権を付与する公務員の範囲につい

て検討する場を設けることで合意されたというふうに伝えられております。 

 極めて意味深長な言葉だなというふうに思うわけでありますが、いずれにしろ、様々な

面で公務員制度が総じて民間並みになりつつあるときに、労働基本権だけが制約されたま

ま放置されてよいはずがないわけであります。この際、労働関係もきちっと民間並みにし

て、労使の話合いで賃金、労働条件を決めるような制度にする必要があるんではないか。

是非そういう趣旨、目的意識で検討の場の議論を進めていただきたいと思いますが、中馬

行革担当大臣の見解をお願いいたします。 

 

○国務大臣（中馬弘毅君） 今お話がありました政労協議、これは公式的には二回やりま

したが、そのほか、ごあいさつに見えたり、個人的にもいろいろとお話もさせていただい

ております。連合の幹部の皆様方、本当にこの時代の大きな流れ、この必要性は非常に認

識されておりまして、公務員改革その他につきましてもいろいろと御理解いただいたこと

をうれしく思った次第でございます。 

 ただ、その労働基本権の問題についてももちろんお話が出まして、そこで労働基本権に

つきまして、これは今までの一つの流れがございます。その地位の特殊性と職務の公共性

から一定の制約がなされておりまして、これに見合う代償措置として人事院勧告制度等が

設けられていることは御承知のとおりでございます。その労働基本権の在り方につきまし

ても、国民意識もありますから、これも十分踏まえた上で現実的な姿勢で検討していく必



要がある、このように考えておりまして、政府と連合の間で行った協議の成果を踏まえま

して、労働基本権についてニュートラルな立場でお互いに検討するという場を設けること

としたところであります。 

 検討の場の在り方とか設置時期については、今後関係者で調整しまして、五月の連休明

けを目途に連合との間で行う予定の政労協議の場で成案を得ることといたしております。

この検討の場において、公務と公務を担う公務員の範囲、在り方についての総合的な検討

を踏まえて基本権の在り方を論議することとしておりまして、予見を持つことなく幅広い

観点から検討がなされることが必要だと、このように考えております。 

 

○那谷屋正義君 今の労働基本権のことについては総務委員会等でも竹中大臣と一緒に話

合いをさせていただいているところですので、是非早い取組をしていただくことをお願い

したいと思います。 

 ちょっと時間がもう残り十分ぐらいになっちゃったんで少し飛ばしますが、先ほど優秀

な人材ということでお話がありましたけれども、聞くところによると、本年一月からスタ

ートした人事評価にかかわる第一次試行において、これまでの人事慣行が崩れてしまうお

それがあるということで、幾つかの省庁が試行に抵抗したというふうにも聞いています。

これまでの年次別、グループ別の人事慣行を能力主義に基づくものに変えるのが新たな評

価制度の目的のはずであったにもかかわらず、それに抵抗するということは、これまでど

おりで何の問題もないとの意思表示そのものではないのかというふうにも考えちゃうとこ

ろであります。 

 抵抗した府省はどこかと聞いても、素直に答えてはもらえないと思います。ならば、新

たな評価制度の重要なポイントである評価結果の開示、すなわちフィードバックを行う府

省と行わない府省、それぞれを明らかにしていただきたいと思います。 

 また、〇六年度中に第二次試行を行おうとしているわけでありますが、第二次試行では

第一次試行と異なって、管理職だけでなく組合員層もその対象に組み入れられることにな

ると思われます。現在の勤務評定制度が機能しない最大の欠陥、問題点は、勤評制度その

ものに対して労使双方からの信頼性がないことに見いだせるわけであります。これに代わ

る新たな評価制度で重要なことは、透明性、すなわち評価基準や評価結果がちゃんと開示

されることであり、それが信頼性につながると思います。また、苦情処理制度の万全な整

備も不可欠な要件になります。これらについて組合としっかり協議することを強く要望し

ておきたいというふうに思います。 

 といいますのも、評価というものは、評価する側だけでなく、評価される側の理解と協

力があって初めてうまくいくものだからであります。一方通行では絶対うまく機能いたし

ません。あわせて、竹中総務大臣に見解をお尋ねいたします。 

 

○政府参考人（戸谷好秀君） 評価結果の開示の関係につきまして、私の方からお答えさ



せていただきます。 

 本年一月から行っております新たな人事評価の第一次試行におきましては、職員の主体

的な能力開発、業務遂行等に資するため、現行の勤務評定にはない新たな仕組みとして、

評価内容を面談等を通じて被評価者にフィードバックするということにしております。 

 具体的にどのような内容で行うかにつきましては、各府省それぞれの実情に応じた工夫

をして実施していただくということにしておりますが、実施機関十九のうち、部分的なも

のを含めまして、評価結果としてのＡＢＣ等の評語の開示を伴う形で行うというふうにし

ておる機関が十ございます。また、評語の開示を伴わない形での助言、指導、こういうも

のを行うとしております機関が九つとなっております。 

 私どもといたしましては、試行期間終了後、それぞれのケースにおける試行参加職員の

受け止め、職場環境への影響などの把握に努める所存でございます。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 信頼性の確保等々についてどうかということで、私の方から

お答えさせていただきます。 

 人事評価に基づく能力、実績重視の人事管理を、これ定着させていただきたいわけです

けれども、それがうまくいくためには、やはり評価にかかわる職員が評価システムの趣旨

とか目的を十分理解してくださって、そして、何よりもやはり信頼感が出てこないと、こ

れはうまく機能しないというふうに思います。 

 その意味では、何が必要かと、いろいろあると思いますけれども、例えば被評価者への

評価結果のフィードバックの在り方をどうするか、これ重要だと思います。また、評価に

対してもしも不満等がある場合には具体的にどういう対応をするのかというような仕組み

づくりも信頼性確保の観点から主要な論点だと思います。 

 今試行を行っているわけですけれども、この数次の試行を通じて実証的な知見を得たい、

そしてその中で出てくる問題、これは辛抱強く一つ一つ解決をしていって、そもそも公務

にふさわしい評価システムというのはどういうものかということを構築していかなきゃい

けないと思います。そして、その過程においては職員団体とも十分意見交換をしながら進

めていかなければいけないというふうに思っております。 

 

○那谷屋正義君 正に先ほど竹中大臣が言われたように、いい仕事をしていい給料を払う

という、そのことは国民にも認められるという、そういう一つの方法としてやはりこの人

事評価の部分がこれから非常に重要になってくるというふうに思います。 

 ただ、だれが評価をするのかというふうなこととか、いろいろ問題も出てきますので、

是非、今の言われた、特にフィードバック、そして苦情処理の部分というのを踏まえて制

度全体をつくっていただきたいというふうに思います。 

 時間が残り二分になっちゃったな。それでは、あと二問。 

 三位一体改革によって国から地方に事務事業を移譲しようとしているわけでありますが、



その一方で、行政改革の重要方針では、地方が主体的に定員を定める分野の職員について

はこれまでの実績を上回る純減が確保されるよう地方に努力を要請すると。地方に仕事を

移譲しながら人減らしも強要するという、およそ理不尽な論理が突き付けられた形になっ

ているんではないかと。これは、まるで住民、ひいては国民に対する必要なサービスまで

も削減しろと言うのに等しいのではないか、また、地方のことは地方でという分権の思想、

理念に反することも明らかであります。竹中大臣に見解をお尋ねいたします。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 国も地方も厳しい状況の中で、国も地方も徹底した行革が求

められているということ、そして国民が求めているということは、これは否定できないん

だと思います。 

 今後五年間で過去五年の純減実績であります四・六％を上回る純減を図る必要があると

いう考え方の下に、各団体における自主的な取組を国としては地方に要請をしたというと

ころでございます。 

 政令市及び都道府県の集中改革プランにおけます平成二十二年四月一日の職員数の数値

目標を先般取りまとめて速報値を発表したわけでありますけれども、数値目標を公表した

四十二都道府県と十二政令都市の全体で五・三％の純減となっております。四・六％を上

回るということを申し上げたわけですが、速報値で五・三という目標値が示されておりま

して、これは各地方団体において本当に真摯な取組がなされたものというふうに思ってお

ります。 

 那谷屋委員、今、これは理不尽ではないかと、地方でできることは地方でやる中で更に

減らせというのは理不尽ではないかという御指摘があったわけでございますけれども、大

変厳しいということはそのとおりだと思います。理不尽というのはなかなか、言葉として

きつければナローパスというふうに言ってもよいかもしれませんが、大変厳しい目標だと

いうふうには思いますけれども、やはり分権型社会を国民の理解の下で確立していくため

にはその一層のスリム化というのもこれは避けて通れないんだと思います。 

 今そういう取組に向かって真摯に努力をしていただいておりますので、是非ともそうい

った方向を実現したいというふうに思っております。 

 

○那谷屋正義君 時間がもう来ましたので最後の質問にしたいと思いますが、公務員総人

件費削減の方針が打ち出されている一方で、早期勧奨退職の慣行見直しが明確化されてい

ます。それは、天下りしなくても済むように若くしての肩たたきはやめ、退職時年齢を延

ばすようにしたわけだろうと、これとの整合性を取っておかないといけない、早期退職を

しないで済むようにしていかないととの小泉総理発言でも明らかであります。言ってみれ

ば、ピラミッド型から台形型あるいは円柱型に公務員の人員構造を変えていこうとするも

のであります。 

 しかし、総人件費の削減が相当に厳しいものであるにもかかわらず、台形型、円柱型に



していくことが果たして可能なのかどうか。さらには、定年まで公務職場で働けるように

すれば、総人件費はその分かさむのは当たり前であります。このように政府提案の行革推

進法案は普通の常識では解決不能の二つの矛盾を抱えていると断ぜざるを得ないわけであ

りますが、最後に中馬行革担当大臣の見解をお聞きして、質問を終わりたいと思います。 

 

○国務大臣（中馬弘毅君） 簡素で効率的な政府を実現し、政府の規模を大胆に縮減する

には公務員の総人件費の削減は避けて通れない課題であります。一方、公務員の早期退職

慣行につきましても、いわゆる天下り問題の一因との批判もあることから、職員が公務内

においてできるだけ長期間勤務できるよう、その是正に取り組む必要があると考えており

ます。 

 早期退職慣行の是正の推進に当たっては、平成十四年十二月の閣僚懇談会申合せにおき

まして、能力主義の徹底により、年次主義やピラミッド型人事構成の見直しを進めるとと

もに、行政の複雑化、高度化、スリム化への対応を行うことにより、複線型人事管理、職

務経験の多様化等を推進するとともに、行政の肥大化や総人件費の増大を招かないように

することとされておりまして、総人件費の増大を招かないように留意しつつ、人員構成の

変化に柔軟に対応していくこととしております。 

   〔理事武見敬三君退席、委員長着席〕 

 また、総人件費改革においては、国家公務員の定員を五％以上純減させるとともに、給

与制度についても職務と責任に応じた給与の体系等の検討を行うこととしておりまして、

早期退職慣行の是正がその分人件費の増加を招くとの議員の御指摘は当たらないんじゃな

いかと、こう思っております。したがいまして、総人件費改革の推進と早期退職慣行の是

正は矛盾するものではないと、このように考えております。 

 

○那谷屋正義君 終わります。 


